
　 新市まち づく り 計画の基本方針に基づき 、 新市の将来像の実現に向けた新市建設の根幹と なる 、 具体的

な施策を 「 新市まち づく り 基本計画」 と し て、 以下のよう にまと めます。
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① 地域特性を活かし た自然と 人にやさ しく 、 災害に強い安全で快適な都市づく り

　 自然と 人にやさ し い、 災害に強い安全で快適な都市づく り を 進める ために、 治山・ 治水を 基本と し

自然環境に配慮し た河川整備事業や排水対策事業を 行いつつ、 土砂災害防止対策事業などの災害防

止を 推進し 、 いつまでも 安全で快適な都市づく り を 推進し ます。

■主要施策

主 　 な 　 事 　 業

主 　 な 　 事 　 業

主　 要　 施　 策　 項　 目

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆河川整備事業

◆防災事業

◆急傾斜地崩壊対策事業

◆がけ地近接等危険住宅移転事業

◆湛水防除事業

◆排水対策事業

◆森林整備事業（ 森林の防災機能活用）

◆治山事業

② 空港、 港湾、 高速道路、 鉄道を活かし た都市づく り

空港、 港湾、 高速道路、 鉄道を 活かし た、 交通体系の整備を 図るために、 港湾整備事業、 橋梁整備

事業や国・ 県道整備事業、 幹線市道整備事業、 街路事業を はじ め、 生活関連道路整備事業、 コ ミ ュ ニ

ティ バス運営事業などの整備を 推進し ます。 また、 市街地整備と し て、 中心市街地活性化整備事業や

土地区画整理事業などを 推進し 、 快適で魅力ある 都市機能の充実し た都市づく り を 推進し ます。

■主要施策

◆港湾整備事業

◆橋梁整備事業

◆国・ 県道整備事業

◆幹線市道整備事業

◆街路事業

◆生活関連道路整備事業

第５ 章　 新市まちづく り 基本計画

（ １ ）活力ある都市づく り（ 社会基盤の整備）

河川及び周辺の整備

空港・ 港湾・ 道路・ 交通体系の整備
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③ 情報ネット ワークを活かし た都市づく り

情報通信基盤の整備と し ては、 地域情報化計画策定を 行い、 新世代地域ケーブルテレビ 施設整備事

業や地域イ ント ラ ネット 基盤施設整備事業を 進め、 行政や教育、 福祉、 医療、 防災などの住民にと っ

て身近な行政サービスを 提供するこ と により 、 生活の利便性や産業の活性化を 推進し ます。

■主要施策

◆コ ミ ュ ニティ バス運営事業

◆航空機騒音対策事業

◆中心市街地活性化整備事業

◆土地区画整理事業

◆密集住宅市街地整備促進事業

◆ＪＲ駅周辺整備事業

主 　 な 　 事 　 業主　 要　 施　 策　 項　 目

◆地域情報化計画策定（ 新規）

◆新世代地域ケーブルテレビ 施設整備事業

◆地域イ ント ラ ネット 基盤施設整備事業

市街地整備

情報通信基盤の整備

※ 「 地域情報化計画策定」…住民ニーズに対応し た行政サービスの提供や地域が主体と なる住民参加型の情報交流（ 情報のやり と

り ）の方策を体系的に示すも のです。

◆超高速ブロード バン ド 整備事業
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① 安心し て暮ら せる都市づく り

安心し て暮ら せる 都市づく り を 図る ために、 消防・ 防災体制の充実と し て防災行政無線整備事業や

消防防災設備整備事業を 進めつつ、 交通・ 防犯対策の充実と し て交通安全施設整備事業や防犯対策

事業などを 推進し ます。 また、 消費生活の安定と 向上を 図るため、 消費者苦情等に対する 相談体制の

充実、 消費者情報の提供等の事業を 推進し ます。

■主要施策

主 　 な 　 事 　 業主　 要　 施　 策　 項　 目

◆防災行政無線整備事業

◆消防防災設備整備事業

◆交通安全施設整備事業

◆交通安全対策事業

◆防犯対策事業

◆防犯灯設置事業

◆消費者行政相談員設置事業

（ ２ ）自然にやさ し い都市づく り（ 生活環境の整備）

交通・ 防犯対策の充実

消費者保護

消防・ 防災体制の充実

② 海・ 山・ 川が一体と なっ た自然豊かな都市づく り

海・ 山・ 川が一体と なっ た自然豊かな都市づく り を 図る ために、 公園・ 緑地の整備と し て公園整備

事業や公園施設管理事業、 海岸・ 松林の整備と し て景勝松林樹幹注入事業や森林病害虫等防除事業

を 進めます。 ごみ処理体系の確立及び施設整備と し て、 資源循環型社会形成事業、 また、 汚水処理施

設の整備等と し て、 公共下水道事業、 浄化槽設置事業等を 整備目的に合わせて効率的に推進するこ と

により 、 自然保護・ 環境保全・ 美化活動を 具体的に展開し ます。

■主要施策

主 　 な 　 事 　 業主　 要　 施　 策　 項　 目

◆公園整備事業

◆公園施設管理事業

◆景勝松林樹幹注入事業

◆森林病害虫等防除事業

◆資源循環型社会形成事業（ 新規）

◆意識啓発事業（ 排出抑制、 リ サイ ク ル促進）

◆資源ごみ中間処理・ 保管業務委託事業

◆衛生管理事業

◆上水道・ 簡易水道事業

◆配水本管新設及び更新事業

海岸・ 松林の整備

ごみ処理体系の確立及び施設整備

上水道・ 簡易水道の整備等

公園・ 緑地の整備
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　 ③  自然と 共生し た定住環境の都市づく り

　 自然と 共生し たラ イ フ スタ イ ルが実現でき る 、 ゆと り ある 住宅、 宅地等の整備を 進め、 定住促進を

図り ます。

◆水源地送水ポンプ更新事業

◆中央監視システム整備事業

◆浄水施設整備事業

◆水源開発事業

◆公共下水道事業

◆特定環境保全公共下水道事業

◆浄化槽設置整備事業

◆自然保護整備事業（ 新規）

◆棚田保全整備事業

◆水質調査汚濁負荷解析業務委託事業

◆環境衛生整備事業

◆環境美化作業及び不法投棄者撤去事業

◆花は霧島推進事業

◆花と みどり の観光地づく り 事業

◆水源かん養林事業

◆森林の環境保全事業（ 新規）

◆住宅用太陽光発電システム設置助成事業

◆墓地公園整備事業

汚水処理施設の整備

自然保護・ 環境保全・ 美化活動

墓地の整備

※　 ｢資源循環型社会形成事業｣･･･現在行われている分別収集の徹底を図り ゴミ の再資源化や減量化の促進を図り ます。

※　 ｢自然保護整備事業｣･･･地球温暖化やオゾン層の破壊、環境ホルモン、ダイ オキシンなどの化学物質による深刻な自然環境

問題に対処する事業です。

※　 ｢森林の環境保全事業｣･･･美し い自然を守るため広葉樹林等の保全に努める事業です。

※　 ｢宅地造成事業｣･･･温泉等を活用し た宅地の提供など、都市部では得ら れないゆと り と 快適さ を兼ね備えた質の高い居住空

間の整備です。

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆公営住宅等整備事業

◆宅地造成事業（ 新規）
定住促進・ 住宅の整備

主 　 な 　 事 　 業
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② 伝統文化の継承と 新し い文化の創造を図る都市づく り

伝統文化の継承と 新し い文化の創造を 図る 都市づく り を 図っ ていく ために、 地域文化の振興と し て、

市民文化祭支援事業や芸術文化振興事業を 進めつつ、 伝統文化の保存 ･ 継承と し て文化財等整備事

業や郷土芸能保護育成事業などを 推進し ます。

※ ｢特色ある学校づく り 事業｣･･･総合的な学習の時間を 用い、児童・ 生徒の自ら 学び自ら 考える力を 養う ため地域特有の資源

(自然・ 人材)を活用し 、学校づく り を推進する事業です。

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆市民文化祭支援事業

◆芸術文化振興事業

◆文化施設利用促進事業

◆文化財等整備事業

◆歴史民俗資料館整備事業

◆郷土芸能保護育成事業

地域文化の振興

伝統文化の保存 ･ 継承

主 　 な 　 事 　 業

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆特色ある学校づく り 事業（ 新規）

◆学校間交流事業

◆就学区域の弾力化推進事業

◆通学対策事業

◆学校施設整備事業

◆教育用パソ コ ン整備事業

◆外国青年等招致事業

◆スク ールカ ウンセラ ー、 教育相談員配置事業

◆高等学校振興対策事業

◆学校教育振興事業

学校教育の充実

主 　 な 　 事 　 業

① 地域に根ざし た特色ある学校教育を推進する都市づく り

　 地域に根ざし た特色ある 学校教育を 推進する 都市づく り を 図る ために、 学校教育の充実と し て、 学

校施設整備事業、 学校教育振興事業等を 推進し ます。

（ ３ ）育み磨き あう 都市づく り（ 教育文化の振興）



44

※ ｢図書館ネット ワーク 整備事業｣･･･公共施設間（ 図書館・ 公民館図書室・ 学校図書室）相互のネット ワーク構築を 行い、予約や

貸し 出し ができるよう 構築し ます。

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆生涯学習ボラ ンティ アセンタ ー活用事業

◆市民講座学習推進事業

◆図書館ネット ワーク 整備事業（ 新規）

◆社会教育振興事業

◆学校施設有効活用事業

◆総合体育館整備事業

◆屋外運動場施設整備事業

◆スポーツ 施設利用促進事業

◆スポーツ 振興事業

◆地域総合スポーツク ラ ブ育成事業

◆青少年健全育成事業

◆青少年国内外派遣事業

体育・ スポーツ の振興

青少年健全育成

生涯学習の推進

主 　 な 　 事 　 業

③ 人づく り と そのための環境づく り 、 息の長い生涯学習を推進する都市づく り

　 人づく り と そのための環境づく り 、 息の長い生涯学習を 推進する 都市づく り を 図る ために、 図書館

ネット ワーク 整備事業や市民講座学習推進事業に取り 組みます。
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※ ｢地域包括ケアシステムの構築｣･･･高齢化に対応するために健康増進から 予防・ 治療・ 介護・ リ ハビリ まで統合し たサービス

体系構築の検討を行う こ と です。

■主要施策

◆感染症予防事業

◆保健センタ ー整備事業

◆地域包括ケアシステムの構築（ 新規）

◆乳幼児医療費助成事業

◆病院事業

◆土曜休日夜間診療所事業

◆医師会医療センタ ー整備事業

◆社会福祉推進事業

◆温泉センタ ー管理運営事業

◆社会福祉協議会運営事業

◆ボラ ンティ ア活動支援事業

◆福祉施設管理運営事業

◆生活保護事業

◆在宅介護支援センタ ーと 地域ケア会議の充実

◆介護予防・ 地域支えあい事業等

◆高齢者訪問給食サービス事業

◆緊急通報体制等整備事業

◆シルバー人材センタ ー運営事業

◆障害児福祉事業

◆知的障害者福祉事業

◆身体障害者福祉事業

◆精神障害者福祉事業

◆就園奨励事業

◆雇用・ 勤労者福祉対策事業

◆介護保険事業

◆国保総合健康づく り 支援事業

◆ユニバーサルデザイ ン推進事業（ 新規）

社会福祉の推進

医療体制の充実

高齢者福祉の充実

障害者（ 児） 福祉の充実

低所得者福祉の充実

介護保険サービスの確保・ 充実

国民健康保険事業

公共施設等のユニバーサルデザイ ン化

保健予防対策の充実

主　 要　 施　 策　 項　 目 主 　 な 　 事 　 業

① すべての人が安心し ていきいき と 暮ら せる都市づく り

　 すべての人が安心し ていき いき と 暮ら せる 都市づく り を 図る ために、 保健予防対策の充実と し て、

感染症予防事業や地域包括ケアシステムの構築を 進めつつ、 医療体制の充実、 社会福祉の推進、 高

齢者福祉の充実、 障害者（ 児） 福祉の充実、 低所得者福祉の充実、 介護保険サービ スの確保・ 充実、

国民健康保険事業等を 推進し ます。

（ ４ ）たすけあい支えあう 都市づく り（ 保健福祉の充実）
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※ ｢ユニバーサルデザイ ン推進事業｣･･･「 すべての人のためのデザイ ン（ 構想、計画、設計）」です。年齢、性別、身体、言語など、人

が持つ様々な特性や違いを超えて、すべての人が利用し やすい、デザインをし ていこう と いう 考え方です。

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆健康づく り 推進事業

◆老人保健事業

主 　 な 　 事 　 業

② 生涯にわたり 自主的に健康管理ができる都市づく り

　 生涯にわたり 自主的に健康管理ができ る 都市づく り を 図る ために、 健康づく り の推進と し て、 健康

づく り 推進事業や老人保健事業を 推進し ます。

健康づく り の推進

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆児童手当支給事業

◆子育て支援対策事業

◆保育促進事業

◆次世代育成支援対策推進行動計画策定事業

◆ひと り 親家庭医療費助成事業

◆母子寡婦父子福祉事業

◆母子保健事業

主 　 な 　 事 　 業

③ 安心し て子供を産み、 心豊かに子育てができる都市づく り

安心し て子供を 産み、 心豊かに子育てができ る 都市づく り を 図る ために、 子育て支援体制の整備及

び児童福祉の充実と し て、 児童手当支給事業や子育て支援対策事業等を 進めつつ、 母（ 父） 子福祉、

母子保健の充実を 推進し ます。

子育て支援体制の整備及び児童福祉
の充実

母（ 父） 子福祉の充実

母子保健の充実
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※ ｢産学官連携事業｣･･･産業界、大学等教育機関、行政が連携し て地域の課題解決や開発などに協働で取組む事業です。

※ ｢異業種交流促進事業｣･･･商工業者や農林水産業者、観光業者などの異業種間の交流を促進し 、地域に密着し た商工業をはじ

めと する産業の発展と 地域の一体性を醸成する事業です。

※ ｢産業振興交流センタ ー整備事業｣･･･産業振興を図るために職種を問わず自由に活用できる拠点と し て交流センタ ー施設を

整備する事業です。（ 既存施設の活用を含む。）

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆商店街等活性化推進事業

◆中小企業活性化事業

◆産学官連携事業（ 新規）

◆異業種交流促進事業（ 新規）

◆産業振興交流センタ ー整備事業（ 新規）

◆新エネルギー等の開発、 利用促進事業

◆商業振興事業

◆地域企業振興事業

◆企業誘致事業

◆産業フェ ア促進事業

◆起業家支援推進事業

◆工業振興事業

商工業の振興

主 　 な 　 事 　 業

① 産業間の交流、 ふれあいによる商工業の振興を図る都市づく り

産業間の交流、 ふれあいによる 商工業の振興を 図る 都市づく り のために、 商業の振興と し て、 中小

企業活性化事業や異業種交流促進事業を 進め、 また、 工業の振興と し て、 地域企業振興事業や企業

誘致事業、 起業家支援推進事業などを 推進し ます。

（ ５ ）産業ふれあいの都市づく り（ 産業経済の振興）
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※　 ｢新市のブラ ンド づく り 促進事業｣･･･１ 市６ 町の地域特性に応じ た特産品づく り（ 適地適作）を促進し ます。

※　 ｢市民農園整備事業｣･･･作物を作り・ 育て・ 収穫する喜びを体験できる市民農園の整備を行います。

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆農林業振興事業

◆農村振興総合整備事業

◆環境保全型農業総合整備事業

◆農業用水資源開発事業

◆農道及び用排水路整備事業

◆森林保全対策事業

◆林道整備事業

◆森林整備事業

◆畜産振興推進事業

◆生産者組織等育成事業

◆シラ ス対策事業

◆中山間地域総合整備事業

◆県単独農業農村整備事業

◆海岸保全施設整備（ 高潮） 事業

◆むら づく り 推進事業

◆新市のブラ ンド づく り 促進事業（ 新規）

◆市民農園整備事業（ 新規）

◆田園地域整備事業

◆地産地消推進事業

◆海面環境保全事業

◆魚類繁殖保護事業

◆豊かな海づく り パイ ロット 事業

◆内水面漁業振興事業

主 　 な 　 事 　 業

　 ②  生産者と 消費者と のふれあいによる農林水産業の振興を図る都市づく り

　 生産者と 消費者と のふれあいによる 農林水産業の振興を 図る 都市づく り のために、 農林業の振興と

し て、 農村振興総合整備事業を はじ め農道及び用排水路整備事業、 林道整備事業や畜産振興推進事業、

新市のブラ ンド づく り 促進事業を 推進し ます。

農林業の振興

水産業の振興
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※　 ｢新市の観光商品開発事業｣･･･農業体験・ 職場体験などの、現在の観光客のニーズに対応し た、観光の目玉と なる商品を開発

するこ と です。

※　 ｢観光案内板標識整備事業｣･･･観光客に癒し と 安ら ぎを与える様な特色ある観光案内板を整備し ます。

※　 ｢観光ルート 開発事業｣･･･現在の１ 市６ 町の観光は点でのみつながっ ているため、それを 線から 面にし ていく こ と を 目的と

し た事業です。（ 例： 観光地周遊バス・ 観光タ クシーの設置等）

※　 ｢市民総ぐるみおも てなし 事業｣･･･観光地づく り は人づく り 。観光客に「 もう 一度来たい」と 思わせるよう な接客。または、観

光ボラ ンティ アの育成等を目的と し た事業です。

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆観光（ 宣伝） 事業

◆新市の観光商品開発事業（ 新規）

◆観光地整備事業

◆マリ ンゾーン整備事業

◆観光振興計画策定事業

◆各種イ ベント 事業

◆観光案内板標識整備事業（ 新規）

◆観光ルート 開発事業（ 新規）

◆市民総ぐる みおも てなし 事業（ 新規）

主 　 な 　 事 　 業

　 ③  観光客と 地域住民と のふれあいによる観光の振興を図る都市づく り

　 観光客と 地域住民と のふれあいによる 観光の振興を 図る 都市づく り のために、 観光・ レクリ エーシ

ョ ン の振興と し て、 観光（ 宣伝） 事業、 新市の観光商品開発事業や観光振興計画策定事業等を 推進し

ます。

観光・ レクリ エーショ ンの振興

いや
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※ ｢地域まちづく り 支援事業｣･･･地域住民が主体と なっ て地域の特色を活かし 、独自の｢テーマ｣や｢目標｣を 設定し 、その実現に

向けて住民がお互いに知恵を出し 合い、活力ある個性豊かな地域づく り を 進める地区公民館を支援する事業（ 旧国分市の例参

照）です。

※ ｢地域振興計画策定・ 実施支援事業｣･･･「 自分たちの地域は自分たちでつく る」と いう 自治意識のも と 、旧市町の校区あるいは、

自治会単位で、地域の振興計画を策定し 、実施するも のに支援する事業（ 旧霧島町の例参照）です。

※ ｢地区公民館づく り 拠点施設整備事業｣･･･地区ごと の話し 合いの活動の場と し ての活用や伝統行事、イ ベント 交流などの場と

し ての拠点整備事業（ 既存施設の活用を含む）です。

※ ｢地域審議会の設置｣･･･新市まちづく り 計画を変更する場合に市長に意見を述べる市長の附属機関と し て合併前の市町の区

域を単位と する７ つの地域審議会を合併の日から 概ね10年間置く も のです。

※ ｢地区まちづく り 推進体制整備事業｣･･･新市のまちづく り 推進要綱等に基づく 、旧市町あるいは校区別にまちづく り を推進す

るための体制整備事業（ 例： 旧市町まちづく り 委員会等）です。

※ ｢公共施設等里親制度導入事業｣･･･住民と 行政が協働で進める「 まち美化プログラ ム」です。一定の公共施設（ 例えば公園や街

路樹等）を住民が里親と なっ て美化（ 清掃）を行い、行政がこ れを支援し ます。住民と 行政が互いの役割分担を定め、両者のパー

ト ナーシッ プのも と で美化を進める事業です。

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆地域まち づく り 支援事業

◆地域振興計画策定・ 実施支援事業

◆地区公民館づく り 拠点施設整備事業（ 新規）

◆ボラ ンティ ア活動支援事業

◆地域審議会の設置（ 新規）

◆ＮＰＯ 設立支援事業

◆地区まち づく り 推進体制整備事業（ 新規）

◆公共施設等里親制度導入事業（ 新規）

◆自主防犯組織等奨励促進事業

住民参画の推進

自治会活動の促進

ボラ ンティ ア活動の促進

地域づく り の推進

主 　 な 　 事 　 業

① 住民・ 自治会組織・ 企業・ ボラ ンティ ア団体・ ＮＰＯ（ 民間非営利団体） などと 行政と の協

働による都市づく り

　 住民・ 自治会組織・ 企業・ ボラ ンティ ア団体・ ＮＰＯ などと 行政と の協働による 都市づく り を 図るた

めに、 住民参画の推進を はじ め、 自治会活動の促進、 ボラ ン ティ ア活動の促進、 地域づく り の推進を

し ます。

（ ６ ）住民参画の都市づく り（ コ ミ ュ ニティ の推進）
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■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆異業種間交流事業

◆人材育成研修事業

◆国際交流推進事業

◆国際交流のまち づく り 推進事業

◆交流施設整備事業

主 　 な 　 事 　 業

② 人材育成・ 人材発掘の促進及び国際交流を積極的に推進する都市づく り

　 国際化に柔軟に対応できる 人材育成や地域リ ーダーと なる 人材発掘を 促進し ます。 また、 国際交流

を 積極的に推進する 都市づく り を 図る ために、 各種交流の推進と し て、 国際交流推進事業や交流施設

整備事業等を 推進し ます。

人材育成・ 人材発掘の促進

各種交流の推進

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆ ｢人権教育・ 啓発に関する 基本計画｣ の策定

◆人権同和教育推進事業

◆男女共同参画計画の策定

◆男女共同参画条例制定に向けた調査研究

主 　 な 　 事 　 業

③ お互いが人権を尊重し あう 思いやり のある都市づく り

　 人権尊重社会の実現のために、 人権教育・ 人権啓発施策推進の指針と なる ｢人権教育・ 啓発に関

する 基本計画｣ を 策定し 、 こ の計画に基づいた各施策を 推進し ます。

　 男女共同参画を 計画的にかつ総合的に推進する ための ｢男女共同参画計画｣ を 策定し 、 こ の計画に

基づいた各施策を 推進し ます。 また、 男女共同参画条例制定に向けた調査研究にも 取り 組みます。

人権教育・ 啓発の推進

男女共同参画の推進
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※ ｢ＧＩ Ｓ｣と は、（ 地理情報システム）の略で、地図上に様々な情報を重ね合わせて表示し たり 、分析する システムのこ と をいいます。

※ ｢特例債基金活用事業｣･･･新市のイベント や自治会活動への助成などに特例債基金の利息を活用する事業です。

※ ｢行政改革大綱策定｣･･･行政改革の推進及び行政組織の簡素合理化を行う ための定員適正化計画、職員の資質向上に資する

人材育成計画を盛り 込んだ行政改革大綱を策定するも のです。

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆財政計画策定

◆バラ ンスシート 作成

◆総合計画策定

◆行政評価制度構築事業

◆行政改革大綱策定

行財政の効率化

① 健全な行財政運営を進める都市づく り

健全な行財政運営を 進める 都市づく り を 図る ために、 行財政の効率化策と し て、 行政評価制度構築

事業等を 進めます。

（ ７ ）健全な行財政組織の都市づく り（ 行財政の効率化等）

主 　 な 　 事 　 業

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆情報公開・ 個人情報保護制度確立事業

◆広報活動・ ホームページ・ ケーブルテレビ 等整備事業

情報公開

行政広報

② 開かれた行政を推進する都市づく り

開かれた行政を 推進する 都市づく り を 図る ために、 情報公開と し て、 情報公開・ 個人情報保護制度

確立事業を 推進し ます。

主 　 な 　 事 　 業

■主要施策

主　 要　 施　 策　 項　 目

◆庁舎管理・ 改修事業

◆庁舎利用促進事業

◆行政情報化推進事業

◆郵便局等と の連携強化

◆特例債基金活用事業（ 新規）

庁舎等施設・ 設備の整備

行政サービスの機能強化

財政支援措置の活用

③ 質の高い行政サービスの提供を推進する都市づく り

質の高い行政サービスの提供を 推進する都市づく り を 図るために、 庁舎等施設・ 設備の整備と し て、

行政情報化推進事業（ 行政事務システムの情報化、 総合ネット ワーク の構築、 ＧＩ Ｓの導入等のデジタ

ル化など） を 進め、 各総合支所等については、 庁舎を 単なる 行政事務だけの場でなく 、 市民が集い楽

し む場所と し て市民に開かれた役所づく り や、 郵便局等と の連携による 行政サービ スの強化、 ま た、

地域住民の連携の強化や自主的なまちづく り 活動を 支援し ます。

主 　 な 　 事 　 業


